
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練への支援、定額制訓練

（サブスクリプション型）等を実施する事業主に対し賃金および訓練経費の一部が助成されます。

“返済不要” の助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます

人材開発支援助成金
（人への投資促進コース）

受給できる事業主 ※下記以外にも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件があります。

次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主

１．下記①から⑤のいずれかの対象訓練または訓練補助を実施すること

①「高度デジタル人材訓練／成長分野等人材訓練」

⇒ 高度デジタル人材の育成のための訓練や大学院での訓練

②「情報技術分野認定実習併用職業訓練」

⇒ ＩＴ分野未経験者の即戦力化のための訓練

③「定額制訓練」

⇒ サブスクリプション型の研修サービスによる訓練

④「自発的職業能力開発訓練」

⇒ 労働者が自発的に受講した訓練費用を負担

⑤「長期教育訓練休暇等制度」

⇒ 働きながら訓練を受講するための休暇制度や短時間勤務等制度を導入

２．「事業内職業能力開発計画」「年間職業能力開発計画」を策定すること

受給内容

助成対象
経費助成率 賃金助成額１人１時間あたり ＯＪＴ実施助成額

大企業 中小企業 大企業 中小企業 大企業 中小企業

高度デジタル人材訓練 ６０％ ７５％ ４８０円 ９６０円 －

成長分野等人材訓練 ７５％ 国内大学院の場合、９６０円 －

情報技術分野

認定実習併用職業訓練

４５％

＜６０％＞

６０％

＜７５％＞

３８０円

＜４８０円＞

７６０円

＜９６０円＞

１１万円

＜１４万円＞

２０万円

<２５万円＞

定額制訓練
３０％

＜４５％＞

４５％

＜６０％＞
－ －

自発的職業能力開発訓練 ３０％＜４５％＞ － －

長期教育訓練休暇等制度
制度導入経費として

２０万円＜２４万円＞

１日あたり６，０００円

＜７，２００円＞
－

※＜ ＞内は生産性の向上が認められる場合の額

支給限度額は下表のとおりです。なお、個別の助成内容にもそれぞれの支給限度額が設定されています。

助成対象 １事業所１年度あたりの限度額

人への投資促進コース

（成長分野等人材訓練除く）

１，５００万円

（うち、自発的職業能力開発訓練は２００万円まで）

成長分野等人材訓練 １，０００万円
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